
東大阪市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則 

令和５年３月31日東大阪市規則第25号 

改正 令和６年12月23日東大阪市規則第78号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東大阪市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例

（令和５年東大阪市条例第６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付の申請等） 

第２条 都市緑地法施行規則（昭和49年建設省令第１号）第42条第１項の規定による書面

の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明申請書（様式第１）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する申請書には、次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添

付しなければならない。ただし、市長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、

その一部を省略させることができる。 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申

請に係る建築物と他の建築物との別、既存の緑化施設の位置、



種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 

各階平面図 縮尺、方位、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備

する緑化施設の配置、種別及び面積 

断面図 縮尺、建築物の軒及びひさしの出、既存の緑化施設の位置、種

別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 

立面図 縮尺、開口部の位置、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並

びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 

緑化施設求積図及

び緑化施設一覧表

（様式第２） 

緑化施設の面積の算出根拠 

３ 第１項の規定による申請が次項の規定による証明書の交付を受けた計画の変更に係る

ものである場合には、第１項に規定する申請書に当該証明書を添付しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による申請について、申請に係る計画が条例第18条第１項の規

定に適合していると認めるときは、緑化率適合証明書（様式第３）を交付するものとす

る。 

（建築物の緑化率の最低限度に係る適用除外の許可の申請等） 

第３条 条例第19条第１項各号に規定する許可を受けようとする者は、緑化率適用除外許

可申請書（様式第４）に、当該各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、

市長に申請しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による申請について準用する。 



３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を緑

化率適用除外許可（不許可）通知書（様式第５）により申請者に通知するものとする。 

（緑化施設の工事の認定の手続） 

第４条 市長は、都市緑地法（昭和48年法律第72号）第43条第１項の規定による申出があ

ったときは、その内容を審査し、その結果を緑化施設工事認定（不認定）通知書（様式

第６）により申出をした者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により都市緑地法第43条第１項の認定を受けた者は、当該認定に係る緑化

施設に関する工事が完了したときは、当該完了の日の翌日から起算して４日以内に緑化

施設工事完了届出書（様式第７）を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の届出書には、次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなけ

ればならない。ただし、市長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その一

部を省略させることができる。 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

カラー写真 緑化施設の形態、色彩その他の現況 

写真撮影の位置図 写真を撮影した位置及び方向 

（緑化施設の工事の完了に係る証明の申請等） 

第５条 第２条第４項に規定する証明書の交付を受けた者は、緑化施設に関する工事を完

了したときは、当該証明書に係る計画に従って当該緑化施設に関する工事が完了したこ

とを証する書面の交付を市長に求めることができる。 



２ 前項の規定により書面の交付を受けようとする者は、緑化施設工事完了証明申請書（様

式第８）を市長に提出しなければならない。 

３ 前条第３項の規定は、前項の規定による申請について準用する。 

４ 市長は、第２項の規定による申請について、申請に係る緑化施設に関する工事が第２

条第４項の規定による証明を受けた計画に従って完了したと認めるときは、緑化施設工

事完了証明書（様式第９）を交付するものとする。 

（標示板の設置） 

第６条 第２条第４項の規定により証明書の交付を受けた者は、第４条第１項の申出又は

前条第２項の規定による申請を行うときまでに、当該証明書に係る計画に係る緑化施設

について、標示板（様式第10）を周囲から容易に認識できる場所に設置しなければなら

ない。 

（是正命令書等） 

第７条 条例第20条第１項の規定による命令は、緑化施設是正命令書（様式第11）により

行うものとする。 

２ 条例第20条第２項後段の規定による通知は、緑化施設是正通知書（様式第12）により

行うものとする。 

（緑化施設状況報告書） 

第８条 条例第21条第１項の規定による報告は、緑化施設状況報告書（様式第13）により

行うものとする。 

（身分証明書） 



第９条 条例第21条第２項の証明書は、身分証明書（様式第14）とする。 

（緑化施設の管理の方法の基準） 

第10条 条例第22条第１項の市長が定める基準は、次のとおりとする。 

(１) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散、樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に

十分配慮すること。 

(２) 緑化施設の構造及び建築物等の耐荷重構造に十分に配慮し、植物の生育を管理す

ること。 

(３) 適切な下草刈り、剪定、灌水、施肥、農薬の使用等を行うことにより、緑化施設

の良好な状態の維持管理に努めること。 

(４) 施肥及び農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確

保に配慮すること。 

(５) 緑化施設は、枯損状態で長期間放置しないこと。 

（緑化施設の変更の届出） 

第11条 条例第22条第２項の規定による届出は、変更に係る行為に着手する日の30日前ま

でに、緑化施設変更届出書（様式第15）を市長に提出することにより行わなければなら

ない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

(１) 通常の管理行為、軽易な行為その他これらに類する行為 

(２) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

２ 第２条第２項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第２

項の表中「整備する」とあるのは「変更前後の」と読み替えるものとする。 



（申請書等の提出部数） 

第12条 この規則の規定により市長に提出する申請書、届出書及び報告書並びにこれらに

添付することが必要な図書の提出部数は、正本及び副本各１部とする。ただし、市長が

特に必要がないと認めるときは、その提出部数を正本１部とすることができる。 

（条例別表第２の市長が定める工場） 

第13条 条例別表第２東部大阪都市計画高井田中一丁目地区地区計画のうち地区整備計画

が定められている区域（以下「高井田中一丁目地区地区整備計画区域」という。）の部

Ａ地区の項第５号及び同部Ｂ地区の項第６号の市長が定めるものは、工場において発生

する騒音及び振動が、別表に掲げる基準に適合する工場とする。ただし、市長が必要と

認める場合には、条例別表第１に掲げる東部大阪都市計画高井田中一丁目地区地区計画

に定める範囲内において、別表の基準を緩和して適用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（関係規則の廃止） 

第２条 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 東大阪市東部大阪都市計画御厨南二丁目地区地区計画の区域内における建築物等

の制限に関する条例施行規則（平成28年東大阪市規則第38号） 

(２) 東大阪市東部大阪都市計画高井田中一丁目地区地区計画の区域内における建築物

の制限に関する条例施行規則（平成29年東大阪市規則第21号） 



（関係条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 条例の施行の際現に条例第16条第１項に規定する建築物に該当するものに対する

同項の規定の適用については、同項第１号中「同条の規定」とあるのは「同条の規定に

相当する附則第２条の規定による廃止前の同条各号に掲げる条例の規定」とする。 

２ 条例の施行の際現に条例第16条第２項に規定する建築物に該当するものに対する同項

の規定の適用については、同項中「令第137条の８に規定する」とあるのは「次に掲げる」

とし、「適用しない。」とあるのは 

「適用しない。 

(１) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部

分（当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等（法

第52条第３項に規定する老人ホーム等をいう。次号において同じ。）の共用の廊下

又は階段の用に供する部分を含む。）、同条第６項第３号に掲げる建築物の部分、

自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水

槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。 

(２) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共

用の廊下又は階段の用に供する部分、法第52条第６項第３号に掲げる建築物の部分、

自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水

槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時（法第３

条第２項の規定により第６条第１項又は第３項の規定の適用を受けない建築物につ

いて、法第３条第２項の規定により引き続き第６条第１項又は第３項の規定に相当



する附則第２条の規定による廃止前の同条各号に掲げる条例の規定（当該規定が改

正された場合においては、改正前の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期を

いう。次号において同じ。）における当該部分の床面積の合計を超えないものであ

ること。 

(３) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床

面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合

計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計（以

下この号において「対象部分の床面積の合計」という。）が、法第２条第３項各号

に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積

の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積（改築の場合において、基準時に

おける対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準

時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を

超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計）を超えないものであ

ること。 

」とする。 

３ 条例の施行の際現に条例第16条第３項に規定する建築物に該当するものに対する同項

の規定の適用については、同項第１号中「同条の規定」とあるのは「同条の規定に相当

する附則第２条の規定による廃止前の同条各号に掲げる条例の規定」とする。 



別表（第13条関係） 

区分 数値 

騒音 55デシベル以下 

振動 60デシベル以下 

備考 

１ この表において「デシベル」とは、騒音にあっては計量法（平成４年法律第51号）

別表第２に定める音圧レベルの計量単位を、振動にあっては同表に定める振動加速

度レベルの計量単位をいう。 

２ 騒音の測定については、次に定めるところによる。 

(１) 騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行う

ものとすること。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、動特性は速い

動特性（ＦＡＳＴ）を用いるものとすること。 

(２) 測定場所は、工場の敷地境界線上とすること。ただし、敷地境界線上におい

て測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点

において測定することができるものとすること。 

(３) 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Ｚ8731に定める騒音レベル測定

法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとすること。 

ア 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とするこ

と。 

イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむ



ね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とすること。 

ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセント

レンジの上端の数値とすること。 

エ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定で

ない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値

とすること。 

３ 振動の測定については、次に定めるところによる。 

(１) 振動の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した振動レベル計を用い、

鉛直方向について行うものとすること。この場合において、振動感覚補正回路は、

鉛直振動特性を用いることとすること。 

(２) 測定場所は、原則として工場の敷地境界線とすること。 

(３) 振動の測定方法は、日本産業規格Ｚ8735に定める振動レベルの測定方法によ

るものとし、振動の大きさの決定は、次のとおりとすること。 

ア 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とするこ

と。 

イ 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示

値の最大値の平均値とすること。 

ウ 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、５秒間隔、100個又はこ

れに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とすること。 



様式第１（第２条第１項関係） 



様式第２（第２条第２項関係） 







様式第３（第２条第４項関係） 



様式第４（第３条第１項関係） 



様式第５（第３条第３項関係） 



様式第６（第４条第１項関係） 



様式第７（第４条第２項関係） 



様式第８（第５条第２項関係） 



様式第９（第５条第４項関係） 



様式第10（第６条関係） 



様式第11（第７条第１項関係） 



様式第12（第７条第２項関係） 



様式第13（第８条関係） 



様式第14（第９条関係） 



様式第15（第11条第１項関係） 


